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へ
の
参
加
で
あ
る
た
め
、
こ

の
よ
う
な
暴
挙
を
絶
対
に
見

過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
と
訴
え
た
。

　

元
内
閣
官
房
副
長
官
補
・

柳
澤
協
二
さ
ん
は
、「
新
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
安
保
法
制
で
日

本
は
ど
う
変
わ
る
か
」
と
題

し
講
演
し
た
。

自
衛
隊
が
戦
争
に

巻
き
込
ま
れ
る

　

柳
澤
さ
ん
は
、「
新
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
、
日
本
の
安
全
保

障
政
策
の
基
本
で
あ
る
『
専

守
防
衛
』
を
大
き
く
転
換
さ

せ
た
も
の
で
、
憲
法
と
の
矛

盾
が
あ
る
。
日
米
同
盟
強
化

と
言
っ
て
い
る
が
、
米
軍
の

軍
事
戦
略
と
の
一
体
化
で
あ

り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
だ
」

と
述
べ
た
。
ま
た
、「
安
倍
首

相
は
『
自
衛
隊
が
ア
メ
リ
カ

の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
は
絶
対
な
い
』
と
言
っ
て

い
る
が
、『
絶
対
に
あ
る
』
。

な
ぜ
な
ら
自
衛
隊
が
米
軍
艦
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安
倍
内
閣
は
新
た
な
安
全
保
障
政
策

の
関
連
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
。
歴

代
内
閣
が
憲
法
上
、
許
さ
れ
な
い
と
し

て
き
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
道
を

開
き
、
他
国
軍
へ
の
後
方
支
援
を
地
球

規
模
に
広
げ
る
こ
と
が
柱
だ
。
海
外
で

の
武
力
行
使
を
禁
じ
た
憲
法
９
条
を
踏

ま
え
、
専
守
防
衛
に
徹
し
て
き
た
戦
後

の
安
保
法
制
は
根
底
か
ら
覆
さ
れ
、
戦

争
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
は
格
段
に

高
ま
る
。
憲
法
の
平
和
主
義
を
踏
み
外

す
も
の
だ
。「
戦
争
を
さ
せ
な
い
北
海
道

委
員
会
」
に
結
集
し
、
反
対
の
声
を
上

げ
、廃
案
に
む
け
全
力
で
取
り
組
も
う
。

１日㈪　第18回執行委員会（札幌市）
５日㈮　道本部第121回中央委員会（札幌市）
９日㈫　第19回執行委員会（札幌市）
10日㈬　連合北海道「平和を考える集い」（札幌市）
12日㈮　自治研推進委員会（札幌市）
17日㈬　連合北海道第60回地方委員会（札幌市）
19日㈮　戦争をさせない北海道シンポジウム（札幌市）
20日㈯　戦争をさせない北海道集会（札幌市）
　　　　2105年度福祉・介護集会（札幌市）

６月

道本部ホームページ

組合員専用ページは
ユーザー名：minnade
パスワード：danketsu2013

自治労北海道

JICHIRO スケジュール

集会後は、デモ行進で「戦争法案廃案」を市民らに訴えた

「憲法改正は絶対に阻止しなければならない」と訴えた＝５月23日

５
・
14
戦
争
を
さ
せ
な
い
緊
急
街
頭
行
動

戦
争
法
案
に『
Ｎ
Ｏ
！
』

戦
争
を
さ
せ
な
い
北
海
道
講
演
会

戦
争
法
案
は
撤
回
せ
よ

本号の紙面

２
０
１
５
青
年
部
長
会
議
、
安
心
と
信
頼
の

医
療
と
介
護
２
０
１
５
中
央
集
会

特
集
・
男
女
が
と
も
に
に
な
う
自
治
労
運
動

～
豊
か
さ
は『
大
黒
柱
』か
ら『
二
本
柱
』へ
の
道

４

面

２

３

面

な
い
、
知
性
と
理
性
を
吹
き

飛
ば
し
て
し
ま
う
。
戦
争
の

特
徴
は
国
民
の
財
産
を
破
壊

し
、
貧
困
に
追
い
込
む
。
勝

ち
負
け
な
ど
全
く
関
係
な

い
。
こ
う
し
た
戦
争
の
反
省

や
英
知
の
結
晶
か
ら
憲
法
９

条
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
あ

ら
た
め
て
確
認
し
よ
う
」
と

呼
び
か
け
た
。

　

終
了
後
、
デ
モ
行
進
を

行
い
「
集
団
的
自
衛
権
に

反
対
！
」「
戦
争
法
案
の
撤

回
！
」
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

に
負
け
て
は
い
け
な
い
』
と

い
う
『
対
米
対
中
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
』
を
受
け
継
ぎ
、
歪

ん
だ
『
大
国
意
識
』
が
あ

る
。
だ
か
ら
集
団
的
自
衛
権

も
国
民
に
対
し
説
明
が
で
き

な
い
。
安
倍
首
相
に
と
っ
て

集
団
的
自
衛
権
容
認
は
自
己

実
現
だ
」
と
訴
え
た
。

　

「
戦
争
を
さ
せ
な
い
北
海

道
委
員
会
」
呼
び
か
け
人
・

岩
本
・
北
星
大
学
教
授
は
、

「
人
間
は
合
理
的
に
考
え
て

行
動
す
る
が
、
戦
争
と
愛
国

心
に
合
理
的
な
損
得
勘
定
は

　

民
主
党
北
海
道
平
和
議

連
・
市
橋
道
議
は
、「
国
会
に

任
せ
て
い
る
だ
け
で
は
だ
め

だ
。
市
民
・
道
民
が
し
っ
か

り
立
ち
上
が
り
、
国
会
に
対

し
拳
を
突
き
上
げ
る
こ
と
が

大
切
だ
。
多
く
の
道
民
を
巻

き
込
ん
で
安
倍
政
権
に
「
ノ

ー
」
を
突
き
つ
け
よ
う
」
と

訴
え
た
。

　

戦
争
を
さ
せ
な
い
北
海
道

委
員
会
呼
び
か
け
人
・
岩
本

北
星
大
学
教
授
は
、「
憲
法
９

条
の
隠
れ
た
意
義
は
『
戦
争

を
さ
せ
な
い
』『
戦
争
を
は
じ

め
な
い
』
こ
と
だ
。
安
倍
政

権
は
、
戦
争
を
始
め
よ
う
と

す
る
方
法
を
い
く
つ
も
戦
争

法
案
に
埋
め
込
ん
で
い
る
。

戦
争
を
政
府
に
よ
っ
て
は
じ

め
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
決
意
し
よ
う
」
と
呼
び
か

け
た
。

　

安
倍
政
権
が
「
戦
争
関
連

法
案
」
を
閣
議
決
定
し
た
５

月
14
日
、
札
幌
市
・
大
通
公

園
で
「
５
・
14
戦
争
を
さ
せ

な
い
緊
急
街
頭
行
動
」
が
開

か
れ
、
市
民
ら
３
５
０
人
が

参
加
し
抗
議
し
た
。

　

藤
盛
・
道
平
和
運
動
フ
ォ

ー
ラ
ム
代
表
は
「
安
倍
首
相

は
『
積
極
的
平
和
主
義
』
や

『
平
和
支
援
・
安
全
』
と
い

う
言
葉
を
使
い
、
平
和
主
義

を
１
８
０
度
転
換
し
『
戦
争

を
し
な
い
国
』
か
ら
『
戦
争

を
す
る
国
』
に
踏
み
出
し

た
」
と
批
判
し
、「
法
案
阻

止
・
廃
案
に
す
る
た
め
、
力

を
拡
大
し
よ
う
」
と
呼
び
か

け
た
。

な
く
、
銃
弾
を
一
発
も
打
た

な
か
っ
た
。
し
か
し
非
戦
闘

地
域
で
は
、
ロ
ケ
ッ
ト
弾
な

ど
が
撃
ち
込
ま
れ
危
険
と
隣

り
合
わ
せ
だ
。
そ
の
証
拠
に

イ
ラ
ク
か
ら
帰
還
し
、
Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ
な
ど
の
障
害
を
抱
え
自

衛
隊
員
が
自
殺
し
て
い
る
。

集
団
的
自
衛
権
が
容
認
さ
れ

れ
ば
、
確
実
に
自
殺
者
が
増

加
す
る
」
と
強
調
し
た
。
最

後
に
「
安
倍
首
相
の
考
え
方

は
、
祖
父
・
岸
信
介
の
意
思

で
も
あ
る
『
ア
メ
リ
カ
へ
従

属
し
て
は
い
け
な
い
』『
中
国

の
発
言
は
『
戦
争
を
知
ら
な

い
人
』
の
発
言
だ
」
と
批
判

し
た
。

集
団
的
自
衛
権
容

認
は
「
自
己
実
現
」

　

「
イ
ラ
ク
派
遣
が
行
わ
れ

た
際
、
自
衛
隊
員
は
ケ
ガ
も

船
の
同
盟
国
の
後
方
支
援
を

行
う
こ
と
は
、
現
場
の
判
断

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
過
去
に

も
現
場
判
断
で
戦
争
が
始
ま

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
南
シ

ナ
海
で
米
中
海
軍
が
衝
突
し

た
ら
、
必
ず
日
本
は
巻
き
込

ま
れ
る
。
だ
か
ら
安
倍
首
相

続
け
、
立
憲
主
義
を
否
定
し

て
い
る
。『
平
和
安
全
法
制
整

備
法
案
』『
国
際
平
和
支
援
法

案
』
は
今
後
米
国
を
は
じ
め

と
す
る
同
盟
国
が
行
う
戦
争

　

「
戦
争
を
さ
せ
な
い
北
海

道
委
員
会
」
呼
び
か
け
人
、

結
城
・
小
樽
商
科
大
学
名
誉

教
授
は
、「
第
２
次
安
倍
政
権

発
足
以
来
、
憲
法
を
無
視
し

「
戦
争
を
さ
せ
な
い
北
海
道
講
演
会
」
が
５
月
23
日
、
札
幌
市
・
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
イ

ン
札
幌
で
開
か
れ
、
７
０
０
人
が
参
加
し
、
会
場
の
外
ま
で
人
が
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
熱

気
に
つ
つ
ま
れ
る
な
か
、
安
倍
政
権
が
行
お
う
と
し
て
い
る
集
団
的
自
衛
権
行
使
要
認

安
保
法
制
の
問
題
点
に
つ
い
て
訴
え
た
。

６月20日（土）は大通公園にあつまろう!

『戦争をさせない北海道大集会』

６月20日（土）
●13：30 ～　　 大通西８丁目広場
●14：45 ～予定 デモパレード
■発現予定者
　・山口二郎（法政大教授）　・半田　滋（東京新聞編集委員）
　・雨宮処凛（作家・活動家）他

大阪都構想住民投票

地方自治守った！
　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
住

民
投
票
は
、
５
月
17
日
に

投
・
開
票
さ
れ
、
賛
成
69
万

４
８
４
４
票
、
反
対
70
万
５

５
８
５
票
で
反
対
が
上
回
り

否
決
さ
れ
、
地
方
自
治
は
守

ら
れ
た
。
こ
の
間
ご
協
力
い

た
だ
い
た
全
道
の
み
な
さ
ん

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

Facebook
をはじめました。

自治労道本部は最新情報を配信します！

自治労北海道 検索
お願いします。

全日本自治団体労働組合
北海道本部

〒060-0806　札幌市北区
北６西７北海道自治労会館
電　話　011-747-3211
ＦＡＸ　011-700-2053
編集・発行　渡部　裕幸

視覚障害その他の理由で活字のままでこの本を利用出来ない人のために、営利を目的とする場合を除き「録音図書」「点字図書」「拡大写本」等の製作をすることを認めます。その際は著作権者、または、出版社まで御連絡ください。
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グラフ１

グラフ４

特
集

男女がともにになう 竹信さんに聞いた！

自治労運動 豊かさは『大黒柱』から『二本柱』への道
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
女
性
が
輝
く
…
？

【刑事事件の流れ】

全力で
あなたをサポート

公務員と失職～『４つめのリスク』

「失職リスク」に備え加入しませんか？

　交通事故を起こすと、「刑事上」・「行政上」・「民事上」の３つの処罰が課せられます。
　公務員は、４つめの処罰として、「自治体職員としての処分」が課せられます。「懲役・禁固刑」の場合、条
例に特別な定めがなければ「失職」します。
　最近は、刑事事件に対する「厳罰化」が強まっています。交通事故はもとより、スピード違反・無免許・
酒酔い運転の交通三悪でも公判請求・禁固刑がめずらしくありません。
　公務員に対する目が厳しくなってきています。公務員は住民の見本であるとの自覚と、日常的にも安全運
転の実践や啓発活動に取り組むことが求められます。

　昨年一年間を見ても、死亡事故の事例が多数報告されています。
　民間損保にも「弁護士特約」が付帯されていますが、刑事罰を意識した対応や示談対応は行いません。
　自治労共済の『自動車共済』は、「刑事訴訟弁護費用共済金」が支払われます。損害賠償だけでなく、加害
者本人・単組総支部・自治労共済・自治労共済顧問弁護士が、連携して迅速に対応を進めることができます。
公務員ならではの『４つ目の失職のリスク』に備えることはとても大切なことです。
　万が一の交通事故に「無関心」でいられても「無関係」ではいられないことを再認識しましょう。

※�民間損保は「刑事事件」を意識した
対応は行いません。

グラフ２
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超えないよう調整する者もいることなどが考えられ
る。さらに，正規雇用者であっても，役職や残業時
間，勤続年数の男女差が大きく影響しているものと
考えられる。

（所定内給与格差は，一般男女労働者間は長期的に
は縮小傾向，短時間労働者と一般労働者間も長期
的にはやや縮小）
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差

は，長期的に縮小傾向にあり，平成24年については，
男性一般労働者の給与水準を100としたとき，女性
一般労働者の給与水準は70.9と前年に比べ0.3ポイン
ト縮小した。また，一般労働者のうち，正社員・正
職員の男女の所定内給与額の差は73.4となっており，
前年に比べ0.1ポイント縮小した（第1－ 2－16図）。
次に男性一般労働者と男女の短時間労働者の 1時

間当たり平均所定内給与額の差について見ると，平
成24年では，男性一般労働者の給与水準を100とし

第 1－ 2－14図　役職別管理職に占める女性割合の推移

第 1－ 2－15図　給与階級別給与所得者の構成割合（男女別，平成23年）

（備考）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
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（備考）国税庁「民間給与実態統計調査」（平成23年分）より作成。
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第 1－ 2－ 8図　雇用形態別に見た役員を除く雇用者の構成割合の推移（男女別）
〈女性〉 〈男性〉

（％） （％）020406080100

昭和60年

平成７年

17年

正規の職員・従業員
パート･アルバイト
その他（労働者派遣事業所の派遣社員，契約社員・嘱託，その他）

100806040200

（備考） １．

3.6 28.5 67.9

3.7 35.5 60.9

11.8 40.7 47.5

92.6 3.3

5.2

4.1

3.791.1

8.6 9.182.3

24年12.2 42.4 45.5 10.39.580.3

23年<12.6> <41.9> <45.6> <10.3><9.6><80.1>

１．昭和60年と平成７年は，総務庁「労働力調査特別調査」 （各年２月）より，17年以降は総務省「労働力調査（詳
細集計）」（年平均）より作成。「労働力調査特別調査」と 「労働力調査（詳細集計）」とでは，調査方法，調
査月等が相違することから，時系列比較には注意を要する。

２．平成23年の< >内の割合は，岩手県，宮城県及び福島県について総務省が補完的に推計した値を用いている。

第 1－ 2－ 7図　産業別雇用者数の増減（男女別，平成14年→24年）
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（－6）
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（20）

（－29）

（88）

（7）

農
業
，林
業 非農林業

公
務

サ
ー
ビ
ス
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

医
療
，
福
祉

教
育
，
学
習
支
援
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

金
融
業
，
保
険
業

卸
売
業
，
小
売
業

運
輸
業
，
郵
便
業

情
報
通
信
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

製
造
業

建
設
業

鉱
業
，
採
石
業
，
砂
利
採
取
業

漁
業

女性 男性

（236）

１.  総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２.  （　）内は平成14年から24年の間で当該産業の雇用者数の増減（男女計）。
３.  サービス業と公務は，それぞれ他に分類されるものを除いている。
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２
０
１
３
年
の
自
治
労
大
会
（
大
阪
大
会
）
で
「
男
女
平
等
推
進
闘
争
」
は
、通
年
闘
争
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

道
本
部
は
、
６
月
を
「
男
女
平
等
推
進
月
間
」
と
し
て
、「
男
女
が
と
も
に
に
な
う
自
治
労
運
動
」
の
強
化
に
む
け
て
取

り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
安
倍
政
権
が
掲
げ
る
「
女
性
の
活
躍
促
進
法
」
で
本
当
に
女
性
が
輝
く
国
の
実
現
に
つ
な
が

る
の
か
、そ
の
本
質
を
見
極
め
て
今
後
の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
本
号
で
は
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

和
光
大
学
教
授
の
竹
信
三
恵
子
さ
ん
に
『
安
倍
政
権
が
掲
げ
る
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
の
本
質
と
労
働
法
制
改
悪
問
題

の
側
面
か
ら
『
男
女
平
等
社
会
と
は
な
に
か
』
に
つ
い
て
聞
い
た
。
各
単
組
・
総
支
部
で
の
学
習
材
料
と
し
て
ぜ
ひ
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
柱
と
し

て
、
女
性
の
活
躍
が
取
り
上

げ
ら
れ
、「
女
性
が
輝
く
社

会
」が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
先
進
各
国
が
め
ざ
し

て
き
た
の
は
「
大
黒
柱
型
家

計
に
よ
る
豊
か
さ
」
か
ら

「
二
本
柱
型
家
計
に
よ
る
豊

か
さ
」
へ
の
道
だ
っ
た
。

　

１
９
８
０
年
代
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
で
製
造
業
が
海
外
へ

出
て
い
き
、
男
性
の
失
業
が

増
加
し
た
。
こ
れ
を
乗
り
切

る
た
め
、
女
性
も
働
け
る
仕

組
み
で
新
し
い
豊
か
さ
を
つ

　

こ
の
よ
う
な
家
事
労
働
を

無
視
し
た
働
き
方
設
計
を
、

私
は
「
家
事
労
働
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
（
家
事
労
働
へ
の
嫌
が

ら
せ
）
」
と
名
づ
け
、
２
０
１

３
年
に
同
名
の
本
を
出
版
し

た
。　

　

同
書
で
は
、
こ
う
し
た
家

事
労
働
の
軽
視
が
、
保
育
や

介
護
な
ど
「
家
事
の
延
長
」

と
思
わ
れ
が
ち
な
仕
事
の
低

賃
金
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
高
い
ス
キ

ル
が
必
要
な
仕
事
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
女
性
な
ら

だ
れ
で
も
で
き
る
家
庭
の
中

の
タ
ダ
働
き
」
と
み
な
さ
れ

て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

民
間
団
体
「
世
界
経
済
フ

ォ
ー
ラ
ム
」
の
「
ジ
ェ
ン
ダ

ー
格
差
指
数
（
Ｇ
Ｇ
Ｉ
）
」
で

は
、
日
本
は
２
０
１
４
年
時

点
で
１
４
２
カ
国
中
１
０
４

位
と
い
う
低
さ
だ
。
世
界
平

均
で
２
割
を
超
え
て
い
る
女

性
の
国
会
議
員
比
率
が
、
日

本
で
は
１
割
に
も
満
た
ず

（
グ
ラ
フ
１
）
、
世
界
平
均
で

３
割
に
達
し
て
い
る
女
性
管

理
職
比
率
も
日
本
で
は
１
割

程
度
で
、
末
端
管
理
職
の
係

長
ク
ラ
ス
で
さ
え
15
％
に
と

ど
ま
る
（
グ
ラ
フ
２
）
。

　

女
性
の
賃
金
も
正
規
労
働

者
で
さ
え
男
性
の
７
割
、
過

半
数
が
低
賃
金
で
不
安
定
な

非
正
規
労
働
者
と
い
う
状
態

（
グ
ラ
フ
３
）
で
、
政
治
・

経
済
で
の
女
性
の
参
加
度
が

極
端
に
低
い
た
め
だ
。

　

こ
う
し
た
男
女
格
差
の
背

景
に
あ
る
の
が
、
家
事
・
育

児
を
持
た
な
い
働
き
手
を
標

準
労
働
者
と
す
る
極
端
な
長

時
間
労
働
だ
。

　

そ
の
結
果
、
子
育
て
や
介

護
を
抱
え
る
働
き
手
は
パ
ー

ト
や
派
遣
社
員
な
ど
の
非
正

規
社
員
と
し
て
働
く
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
し
か
も
、

「
非
正
規
は
女
性
が
夫
に
扶

養
さ
れ
つ
つ
働
く
働
き
方
」

女
性
た
ち
が
安
心
し
て
活
躍

で
き
る
た
め
に
は
、
家
庭
の

中
で
女
性
た
ち
が
引
き
受
け

て
き
た
、
家
事
、
育
児
、
介

護
な
ど
の
「
生
を
支
え
る
労

働
」
を
し
っ
か
り
支
え
る
措

置
が
カ
ギ
だ
。
し
か
し
、
そ

の
視
点
か
ら
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

を
点
検
す
る
と
、
む
し
ろ
逆

の
動
き
が
見
え
て
く
る
。

済
的
に
支
え
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
、
家
族
全
員
分
の
賃
金

を
稼
ぎ
出
そ
う
と
長
時
間
労

働
を
受
け
入
れ
、
過
労
死
も

続
発
し
て
い
る
。

く
ろ
う
と
、
労
働
時
間
短
縮

や
育
児
支
援
の
し
く
み
が
導

入
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

い
ま
、
真
に
必
要
な
こ
と

は
、
標
準
労
働
者
像
を
「
家

事
を
抱
え
る
労
働
者
」
に
転

換
し
、
１
日
８
時
間
労
働
を

取
り
戻
す
こ
と
だ
。
そ
の
一

歩
と
し
て
欧
州
の
よ
う
な
１

日
連
続
12
時
間
の
就
労
禁
止

時
間
（
休
息
時
間
）
を
設
け
、

　

と
こ
ろ
が
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

で
は
、
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス

を
公
的
福
祉
か
ら
民
間
企
業

に
移
し
、
家
事
的
労
働
の
低

賃
金
を
強
め
る
こ
と
で
、「
女

性
の
自
己
責
任
に
よ
る
購

入
」
へ
と
誘
導
し
よ
う
と
も

し
て
い
る
。
一
例
が
、
国
家

戦
略
特
区
に
「
外
国
人
家
事

支
援
人
材
」
と
し
て
低
賃
金

の
移
住
女
性
労
働
者
を
導
入

す
る
措
置
だ
。
こ
う
し
た
働

き
手
の
権
利
保
護
を
規
定
し

た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
家
事
労
働
者
条

約
の
批
准
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
特

区
で
あ
る
大
阪
の
家
事
サ
ー

ビ
ス
業
界
か
ら
は
、
最
低
賃

金
規
制
を
外
す
要
求
ま
で
出

さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
か
ら
見
え

て
く
る
の
は
、
少
子
化
を
乗

り
切
る
た
め
に
低
賃
金
の
女

性
労
働
力
を
家
庭
か
ら
引
き

出
し
、
男
性
並
み
の
長
時
間

労
働
と
家
事
の
二
重
負
担
を

補
う
た
め
、
低
賃
金
の
家
事

サ
ー
ビ
ス
労
働
力
を
自
力
で

購
入
さ
せ
る
未
来
図
と
い
え

そ
う
だ
。
介
護
や
保
育
な
ど

の
公
的
社
会
保
障
制
度
の
敗

北
で
あ
る
。
働
く
女
性
か

ら
、「

Ｓ

Ｈ

Ｉ

Ｎ

Ｅ
（

輝

く
）」
が
、「
死
ね
」
に
読
め
る

と
い
う
偏
見
が
是
正
さ
れ

ず
、
極
端
な
低
賃
金
や
不
安

定
雇
用
が
横
行
し
て
き
た
。

　

男
性
は
そ
ん
な
女
性
を
経

は
じ
め
に

標
準
的
労
働
者
像
の
転
換

ケ
ア
労
働
の
低
賃
金
化

女
性
活
躍
に
逆
行
す
る
残
業
代
ゼ
ロ

家
事
・
育
児
な
き
標
準
労
働
者

竹た

け

の

ぶ信
三
恵
子
さ

ん

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

和
光
大
学
教
授

【プロフィール】

1976年東京大学文学部社会学科卒、朝日新聞社入社、経済部、
シンガポール特派員、学芸部デスク、朝日新聞総合研究セン
ター主任研究員、CSテレビ「朝日ニュースター」解説委員、
2007年朝日新聞労働担当編集委員（論説委員兼務）。09年貧困
ジャーナリズム大賞受賞。09年『ルポ雇用劣化不況』で労働
ペンクラブ賞受賞。2011年和光大学教授。2001年から2005年
まで内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会委員、2011
年から内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力専門調査会
委員。

　

日
本
で
も
、
労
働
基
準
法

で
は
１
日
８
時
間
、
週
40
時

間
労
働
は
規
定
さ
れ
て
い

る
。
８
時
間
の
睡
眠
時
間
、

家
事
や
子
育
て
、
地
域
活
動

な
ど
の
た
め
に
８
時
間
、
と

い
う
発
想
に
も
と
づ
く
国
際

労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
一
号

条
約
を
考
慮
し
た
も
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
に
挙
げ
た

よ
う
な
女
性
の
家
事
労
働
の

無
視
と
、
男
性
の
家
族
賃
金

へ
の
圧
力
と
い
う
悪
循
環
の

な
か
で
、
日
本
で
は
、
週
50

時
間
以
上
働
く
人
は
３
人
に

１
人
に
も
達
し
て
い
る
（
グ

ラ
フ
４
）
。
し
か
も
、
こ
れ
を

是
正
す
る
ど
こ
ろ
か
、
労
基

法
を
改
定
し
、
一
定
条
件
の

働
き
手
を
１
日
８
時
間
労
働

の
規
制
か
ら
除
外
す
る
「
高

度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
」（
い
わ
ゆ
る
残
業
代
ゼ
ロ

労
働
制
）
ま
で
が
導
入
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
改
定
案
で
、
８
時
間

労
働
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
る

の
は
、
年
収
１
０
７
５
万
円

以
上
で
高
度
な
ス
キ
ル
を
持

つ
働
き
手
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
２
０
０
５
年
に
同
様

の
制
度
を
提
唱
し
た
経
団
連

は
「
年
収
４
０
０
万
円
以

上
」
を
掲
げ
、
今
も
、
対
象

年
収
の
引
き
下
げ
に
む
け
水

面
下
で
政
府
と
の
交
渉
が
続

い
て
い
る
。

　

「
高
度
な
ス
キ
ル
」
で
も
長

時
間
労
働
に
よ
る
過
労
死
は

あ
り
う
る
し
、「
高
度
な
ス
キ

ル
」
は
定
義
次
第
で
い
く
ら

で
も
拡
張
で
き
る
概
念
だ
。

　

つ
ま
り
、
今
の
改
定
案
が

い
っ
た
ん
通
れ
ば
、
省
令
に

よ
っ
て
対
象
年
収
も
対
象
業

務
も
無
制
限
に
拡
大
さ
れ
て

い
き
か
ね
ず
、
正
社
員
女
性

の
多
く
が
そ
の
範
囲
内
に
入

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な

状
態
で
、
女
性
は
家
事
や
子

育
て
を
し
な
が
ら
働
き
続
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

政
府
は
「
女
性
活
躍
推
進

法
」
を
提
案
し
、
労
働
時
間

の
短
縮
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
ち
ら
は

解
散
な
ど
で
先
送
り
が
続

き
、
そ
の
裏
で
労
働
時
間
短

縮
を
空
洞
化
さ
せ
る
「
残
業

代
ゼ
ロ
制
度
」
が
猛
ス
ピ
ー

ド
で
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
に
な
る
。

残
業
に
タ
ガ
を
は
め
る
こ

と
、
さ
ら
に
先
進
国
で
は
当

た
り
前
の
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」
を
整
備
し
、
両
立
の

た
め
非
正
規
へ
追
い
や
ら
れ

る
男
女
が
極
端
に
不
利
な
収

入
に
置
か
れ
る
こ
と
を
防
ぐ

こ
と
だ
。

　

い
ま
進
ん
で
い
る
労
働
者

派
遣
法
改
定
は
、
こ
の
よ
う

な
整
備
も
な
い
ま
ま
、
正
社

員
と
同
じ
仕
事
を
こ
な
し
な

が
ら
低
賃
金
に
置
か
れ
て
い

る
派
遣
労
働
者
を
、
生
涯
派

遣
に
固
定
化
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
。

　

「
女
性
の
徹
底
利
用
」
と
し

て
の
女
性
活
躍
政
策
の
問
題

点
を
見
抜
き
、
二
本
柱
の
豊

か
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
、

「
家
事
も
賃
労
働
も
抱
え
た

働
き
手
」
を
標
準
労
働
者
と

す
る
制
度
の
整
備
こ
そ
、
い

ま
が
問
わ
れ
て
い
る
。

と
い
う
声

が
上
が
る

の
も
無
理

は
な
い
。
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特
定
秘
密
保

護
法
強
行
・
集

団
的
自
衛
権
閣

議
決
定
そ
し
て

「
戦
争
法
案
」

提
出
と
、
日
本

は
着
実
に
「
戦

争
を
す
る
国
」

に
進
ん
で
い
る
。

　

道
本
部
は
、「
戦
争
さ
せ
な

い
全
国
署
名
」
や
各
地
域
で

の
世
論
喚
起
の
た
め
の
大
衆

行
動
を
提
起
し
、
道
本
部
も

昨
年
か
ら
延
べ
10
回
以
上
、

紀
伊
國
屋
書
店
前
で
街
頭
署

名
行
動
を
実
施
し
て
い
る
。

　

昨
年
は
、
一
度
も
通
行
人

か
ら
批
判
を
受
け
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
今
年
は
、
２

回
も
『
う
る
さ
い
ぞ
』
と
通

行
人
に
指
摘
罵
倒
さ
れ
た
。

こ
の
一
年
間
で
の
反
応
の
変

化
。
社
会
の
風
潮
が
、
そ
う

い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
の

か
と
思
う
と
恐
怖
を
感
じ

る
。
し
か
し
、
一
方
で
息
子

が
自
衛
隊
に
勤
務
し
て
い
る

と
い
う
女
性
が
署
名
し
、『
国

民
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
う
ち

に
息
子
が
戦
場
に
行
く
可
能

性
が
あ
る
。
だ
か
ら
戦
争
は

反
対
だ
。』
と
切
実
な
訴
え
を

聞
く
場
面
も
あ
っ
た
。

　

絶
対
に
日
本
を
「
戦
争
す

る
国
」
に
し
て
は
い
け
な

い
。『
日
本
は
平
和
な
国
だ
』

と
世
界
に
胸
を
張
っ
て
言
え

る
国
に
し
た
い
。
そ
れ
が
、

今
の
日
本
人
の
責
務
で
は
な

い
か
。�

（
難
波　

優
）

忙中余話

職
場
だ
よ
り

懇談会には、12人の消防の仲間が参加した

【
十
勝
地
方
本
部
発
】
本
別

町
職
で
は
、
３
月
25
日
に
本

別
消
防
署
の
組
織
化
に
む
け

た
懇
談
会
を
、
消
防
職
員
１

２
人
の
参
加
で
開
き
ま
し

た
。

　

懇
談
会
で
は
、
道
本
組
織

強
化
拡
大
推
進
室
・
吉
田
事

務
局
次
長
か
ら
、
協
議
会

（
消
防
）
の
役
割
や
自
治
労

組
織
と
の
連
携
、
ま
た
、
労

働
基
本
権
な
ど
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。
続
い
て
、

既
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
足

寄
町
消
防
研
究
会
、
足
寄
町

職
労
か
ら
消
防
研
究
会
設
立

ま
で
の
取
り
組
み
の
報
告
を

そ
れ
ぞ
れ
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

参
加
し
た
職
員
か
ら
は
、

「
組
織
化
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
な
ど
貴
重
な
意
見
が
聞
け

勉
強
に
な
っ
た
」「
職
員
団
体

の
必
要
性
が
十
分
に
理
解
で

き
た
」「
ま
た
参
加
し
た
い
」

と
い
っ
た
声
が
出
さ
れ
、
今

後
の
取
り
組
み
に
活
か
し
て

い
け
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

十
勝
で
は
来
年
４
月
よ

り
、
と
か
ち
広
域
消
防
事
務

組
合
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
が
、
６
月
頃
に
懇
談
会
を

再
度
開
き
、
お
互
い
に
学
習

と
連
携
を
は
か
り
な
が
ら
、

組
織
化
に
む
け
協
議
を
進
め

て
い
き
ま
す
。（
本
別
町
職
・

書
記
次
長
・
塚
谷
直
人
）

消
防
職
員
組
織
化
に
む
け
連
携
し
よ
う

全国から約600人の連合組合員が参加した

分散会では、さまざまな職場実態や思いが交流された

『
大
介
護
時
代
』を
乗
り
切
ろ
う

仲
間
の
声
に
こ
だ
わ
ろ
う

２
０
１
５
道
本
部
青
年
部
長
会
議

シリーズ「社会保障制度改革の行方」

要求書提出し
保育士の処遇改善

⑯

　

３
月
の
参
議
議
員
内
閣
委

員
会
で
相
原
参
議
が
、
２
０

１
５
年
４
月
か
ら
本
格
実
施

さ
れ
て
い
る
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度
関
係
に
つ
い

て
質
問
し
、
公
立
保
育
所
に

お
い
て
は
、
３
歳
児
の
保
育

士
配
置
基
準
を
20
対
１
か
ら

15
対
１
に
改
善
に
係
る
費
用

を
27
年
度
予
算
に
盛
り
込
ん

で
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
各
自

治
体
に
対
し
て
も
こ
の
こ
と

を
周
知
し
て
い
る
こ
と
も
確

認
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

民
間
保
育
所
保
育
士
の
処
遇

改
善
５
％
に
つ
い
て
も
総
務

省
と
し
て
確
実
に
実
施
を
求

め
て
い
る
こ
と
、
公
立
保
育

所
の
臨
時
・
非
常
勤
保
育
士

の
給
与
改
善
に
消
費
税
増
税

分
を
充
て
る
こ
と
が
で
き

る
、
公
立
施
設
の
耐
震
改
修

や
建
設
に
つ
い
て
は
、
交
付

税
措
置
が
な
さ
れ
る
、
と
い

っ
た
答
弁
を
引
き
出
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
受
け
て
道
本

部
と
し
て
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度
に
関
す
る
要

請
の
取
り
組
み
を
提
起
し
て

い
ま
す
。
各
単
組
に
お
い
て

は
、
各
自
治
体
・
議
会
（
議

員
）
に
対
し
て
要
請
書
提
出

を
し
て
保
育
士
の
処
遇
改
善

に
む
け
た
取
り
組
み
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

５
月
14
日
、
安
倍
政
権
は
安
全
保
障
関

連
法
案
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
立
憲
主

義
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
過
去
の
反
省
も

な
く
こ
の
国
を
「
戦
争
の
で
き
る
国
」
に

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
国
民
の
な

か
に
も
、
戦
争
経
験
を
持
っ
た
方
達
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
自
分
に
は
関
係

が
な
い
と
思
う
国
民
が
増
え
て
い
ま
す

が
、
11
本
の
関
連
法
案
は
、
自
衛
隊
派
遣

の
判
断
基
準
が
曖
昧
だ
っ
た
り
、
日
本
周

辺
の
地
理
的
要
件
を
撤
廃
し
た
り
、
密
接

な
関
係
に
あ
る
国
が
拡
大
解
釈
で
き
た
り

と
大
変
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。
国
民
生
活

が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
か
ら
経
済
を
良

く
し
て
欲
し
い
と
の
期
待
感
で
、
安
倍
政

権
を
選
択
し
た
国
民
も
す
べ
て
を
全
権
委

任
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
衛
隊

員
の
命
ば
か
り
か
、
テ
ロ
の
脅
威
か
ら
も

国
民
の
命
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。
戦
後
70
年
、
戦
争
に
荷
担
す
る
こ

と
な
く
来
た
、
こ
の
国
の
平
和
を
皆
で
守

り
ま
し
ょ
う
！�

（
５
月
14
日
、
東
京
に
て
）

平
和
へ
の
取
り
組
み
を
守
ろ
う
！

㊱

　

コ
ン
サ
ド
ー
レ
チ
ケ
ッ
ト
２
枚

を
２
人
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

　

各
試
合
共
通
（
見
た
い
試
合
を

自
分
で
選
べ
ま
す
）
Ｓ
Ａ
ゾ
ー
ン

自
由
席
。
締
め
切
り
は
６
月
19
日

（
金
）
午
後
４
時
、
道
本
部
Ｈ
Ｐ

【
単
組
・
組
合
員
専
用
ペ
ー
ジ
】

上
部
の
「
道
本
部
へ
の
メ
ー
ル
」

で
受
付
（
単
組
名
、
名
前
、
連
絡

先
を
明
記
）
当
選
者
に
連
絡
す
る
。

コ
ン
サ
ド
ー
レ

チ
ケ
ッ
ト

プ
レ
ゼ
ン
ト

こ
と
は
、
平
和
を
守
る
上
で

と
て
も
良
い
こ
と
」
と
、
持

論
を
展
開
し
、「
し
か
し
、
こ

の
ま
ま
で
は
２
０
３
０
年

代
、
日
本
は
大
介
護
戦
争
に

お
い
て
敗
北
を
喫
す
る
だ
ろ

う
」
と
締
め
く
く
っ
た
。

　

そ
の
後
、
参
加
者
は
医
療

分
科
会
と
介
護
分
科
会
に
分

か
れ
議
論
し
、
ま
た
、
集
会

終
了
後
は
Ｊ
Ｒ
秋
葉
原
中
央

改
札
口
へ
移
動
し
、
街
頭
演

説
や
チ
ラ
シ
配
布
な
ど
の
ア

ピ
ー
ル
行
動
を
し
た
。

の
国
も
経
験
し
た
こ
と
が
な

い
も
の
で
あ
る
の
に
、
政
治

も
有
識
者
も
労
組
も
、
こ
の

問
題
に
対
し
て
鈍
感
だ
っ

た
」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、

超
高
齢
化
社
会
の
実
態
と
、

こ
れ
ま
で
介
護
を
女
性
に
押

し
付
け
て
き
た
こ
と
な
ど
、

日
本
社
会
の
問
題
点
を
指
摘

し
た
う
え
で
、「
超
高
齢
化
社

会
は
、
１
０
０
歳
ち
が
う
世

代
間
の
交
流
を
可
能
と
し

た
。
戦
争
を
知
ら
な
い
子
ど

も
た
ち
に
経
験
を
語
り
継
ぐ

み
強
化
」
を
確
認
し
た
。

　

最
後
に
、
斉
藤
青
年
部
長

が
「
仲
間
の
声
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
が
見
え
て
く
る
。

職
場
か
ら
ほ
ん
も
の
の
労
働

運
動
を
構
築
す
る
た
め
、
も

っ
と
仲
間
の
声
に
こ
だ
わ
ろ

う
」
と
集
約
し
た
。

　

５
月
23
日
、「
安
心
と
信
頼

の
医
療
と
介
護
」
２
０
１
５

中
央
集
会
が
東
京
都
・
ホ
テ

ル
イ
ー
ス
ト
21
で
開
か
れ
、

全
国
か
ら
連
合
組
合
員
約
６

０
０
人
、
道
本
部
か
ら
16
人

が
参
加
し
た
。

　

基
調
講
演
と
し
て
「
大
介

護
時
代
を
乗
り
切
る
～
仕
事

と
介
護
両
立
の
視
点
か
ら

～
」
と
題
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女

性
の
会
・
樋
口
恵
子
理
事
長

が
講
演
し
た
。

　

樋
口
さ
ん
は
「
日
本
が
既

に
足
を
踏
み
入
れ
た
『
超
高

齢
化
時
代
』
は
、
か
つ
て
ど

事
が
楽
に
な
り
、
要
求
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
身
を
も
っ

て
感
じ
た
」
と
い
っ
た
声
が

出
さ
れ
た
。

　

当
面
す
る
闘
争
方
針
で

は
、「
人
事
評
価
制
度
導
入
に

対
す
る
た
た
か
い
」
や
「
交

流
集
会
事
前
事
後
の
取
り
組

い
」「
欠
員
職
場
で
人
員
要
求

し
た
結
果
、
配
置
さ
れ
、
仕

78
単
組
総
支
部
１
０
７
人

（
う
ち
女
性
19
人
）
が
参
加

し
た
。

　

基
調
講
演
は
、「
原
点
に
立

ち
返
り
青
年
部
運
動
を
取
り

組
も
う
」
と
題
し
て
、
國
島

秀
和
・
元
道
本
部
青
年
部
書

記
長
が
講
演
し
た
。

　

國
島
さ
ん
は
、
労
働
組
合

の
役
割
に
ふ
れ
な
が
ら
、「
青

年
の
思
い
や
実
態
か
ら
運
動

を
す
る
こ
と
が
大
切
。
仲
間

の
声
に
こ
だ
わ
ろ
う
」
と
呼

び
か
け
た
。

　

分
散
会
討
論
で
は
、「
職
場

で
メ
ン
タ
ル
が
出
て
も
、
業

務
量
が
多
す
ぎ
て
周
り
を
み

る
余
裕
す
ら
な
い
」「
青
年
層

の
メ
ン
タ
ル
が
増
え
て
い

る
。
職
場
で
も
組
合
で
も
一

緒
に
や
っ
て
く
れ
る
仲
間
を

増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

労
会
館
で
「
２
０
１
５
道
本

部
青
年
部
長
会
議
」
を
開
き
、

　

道
本
部
青
年
部
は
、
５
月

23
～
24
日
、
札
幌
市
・
自
治


